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陳情第１４１号 再編整備事業費削減のために現とどろきアリーナの継続使用を求める陳情

１ 陳情箇所の概要

内 容年月日

【等々力緑地再編整実施計画策定】
施設の老朽化の伴う課題への対応、広域的なまちづくりと緑地のあり方や、等々
力緑地全体の再整備について総合的に検討を進めるため、平成20年10月に
「等々力緑地再編整備検討員会」を組織し、平成21年５月に等々力緑地再編
整備方針(以下「整備方針」)を策定
整備方針に基づき、平成22年２月に「等々力緑地再編整備基本構想」を、平成
22年10月に「等々力緑地再編整備基本計画」を策定し、さらに、緑地内の緑と
水、安全・安心の場、動線の再整備、緑地へのアクセス改善など、緑地全体の再
整備の方向とともに主要施設の整備の方向と配置、整備手順、スケジュールに
ついて、平成23年３月に「等々力緑地再編整備実施計画」(以下、「実施計
画」)としてとりまとめ

平成23年
３月

【実施計画に基づく主要施設の整備】
実施計画に基づき、平成27年度に陸上協競技場メインスタンド、平成28年度に
正面広場、令和２年度に野球場と主要施設を再整備

平成27年
～
令和２年

【民間活用による等々力緑地のさらなる魅力向上に向けた取組】
平成29年６月の都市公園法の改正の趣旨を踏まえ、陸上競技場(サイドバック
スタンド)整備や、公園内施設の一体的・横断的な維持管理・利活用を対象とし
て民間活力の導入を含めて取組について検討

平成29年

【ＰＦＩ法に基づく民間提案】
日本で初めての公園の再編整備事業に関してた民間提案として「等々力緑地
再整備・運営等に係る民間提案について」を受けた

平成31年
２月28日

【等々力緑地再編整備計画推進委員会の設置】
ＰＦＩ法に基づき民間提案審査部会による審査の結果、等々力緑地再整備を実
現するためには、実施計画を改定する必要があること、提案についてさらなる検
討が必要である事から、令和２年２月に実施計画の改定作業及び学識経験者
や公募市民などにより構成された「等々力緑地再編整備計画推進委員会」を
設置し検討に着手

令和２年
２月

【実施計画の改定】
委員会での検討を踏まえ、令和元年東日本台風による緑地内施設の浸水被害
等、緑地内の様々な課題に対応するべく、令和４年２月に実施計画を改定

令和４年
２月

・等々力緑地は本市のほぼ中央に位置し、ＪＲ南武線・横須賀線、東急東横線武蔵小杉
駅から約１kmにある本市を代表する総合公園です。

・昭和16(1941)年に都市計画決定し、公園施設整備は昭和37(1962)年から行い、
現在、都市計画決定区域56.4ha、事業認可区域42.9ha となっています。

・緑地内は、運動施設が充実しており、陸上競技場はＪリーグ・川崎フロンターレ、とどろき
アリーナはＢリーグ・川崎ブレイブサンダース、ＳＶリーグ・川崎レッドロケッツの本拠地と

して利用されるなど、本市を代表するスポーツ拠点となっています。
・ふるさとの森、四季園などの自然とふれあえる施設や、釣りなどのレクリエーションがで
きる釣池、イベントの開催も可能な催し物広場など様々な施設を有しています。

・一方、施設の老朽化や防災の充実、社会環境の変化への対応、令和元年東日本台風
による浸水被害が発生するなど、新たな課題が顕在化してきました。

・このため、令和４年２月に等々力緑地再編整備実施計画を改定し、等々力緑地の目指
すべき将来像の実現に向け、令和５年４月からＰＦＩ法に基づく事業手法を活用し再編
整備と管理運営一体の事業を開始し、現在整備に関する設計を進めています。

２ 等々力緑地再編整備計画

所 在 地 ： 川崎市中原区等々力１
面 積 ： 都市計画決定面積 56.4ha

事業認可区域 42.9ha
事業認可区域外 13.5ha

公園種別： 総合公園
経 過 ： 昭和16年都市計画決定

昭和37年から公園施設整備を開始
供用面積： 36.3ha

【案 内 図】

【等々力緑地の概要】

（１） 経 過
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（２）等々力緑地の目指すべき将来像

陳情第１４１号 再編整備事業費削減のために現とどろきアリーナの継続使用を求める陳情

出典：等々力緑地再編整備実施計画（令和4年2月改定）
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３ 等々力緑地再編整備・運営等事業の概要

〇事業予定地 川崎市中原区等々力１
〇事業区域面積 約36.6ha（下水処理施設上部区域等6.9haを追加整備し43.７haとする予定）
〇事業方式 民間事業者が本施設の設計及び建設を行った後、市に本施設の所有

権を移転し、事業期間の終了までの間、本施設の運営及び維持管理を
行う方式(BTO方式）、及び本施設の改修を行った後、市に本施設の
所有権を移転し、事業期間の終了までの間、本施設の運営及び維持
管理を行う方式（RO方式）

〇事業期間 契約締結日から令和35年３月31日まで
〇事業内容 統括管理業務、整備業務、維持管理業務、運営業務、自主事業
〇整備対象施設 球技専用スタジアム、(新)陸上競技場、(新)とどろきアリーナ、

スポーツセンター、プール、ストリートスポーツパーク、
アクティビティループ（園路）、キッズパーク（子どもの遊び場）、
インクルーシブパーク、芝生広場、親水空間（レインガーデン等）、
植栽、駐車場、自由提案施設（飲食、物販等）等

（１）事業の概要

（４）これまでの取組経過

〇契約の相手方 川崎とどろきパーク株式会社
（等々力緑地再編整備・運営等事業のために設立した特別目的会社）

・設 立 令和5年1月13日
・資 本 金 2億2,500万円
・出 資 者 東急株式会社、富士通株式会社、丸紅株式会社、オリックス株式会社、

株式会社川崎フロンターレ、グローバル・インフラ・マネジメント株式会社、
大成建設株式会社、株式会社フジタ、東急建設株式会社

・契約の方法 総合評価一般競争入札
〇当初契約金額 63,255,972,382円（消費税及び地方消費税を含む）
〇契約期間 契約締結日～令和35年３月31日

（２）契約の概要

R34
(2052)

~R11
(2029)

R10
(2028)

R9
(2027)

R8
(2026)

R7
(2025)

R6
(2024)

R5
(2023)内容 / 年度

環境影響評価手続き

調査・設計

整備工事(建築物等)

整備工事(公園基盤)

維持管理・運営

園路整備、広場整備など

球技専用スタジアム、(新)とどろきアリーナ、(新)陸上競技場など

指定管理者制度による既存施設の維持管理運営開始(完成した施設から維持管理・運営に移行)

※今後の検討・調整・工事進捗に伴い、変更となる可能性があります（３）今後のスケジュール
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現 況

※今後の調査設計の進捗に伴い、変更となる可能性があります（５） 計画平面図

※パースは検討イメージであり、大きさ、色や素材などは 今後の調整により変更される可能性があります。

計 画
（新）とどろきアリーナ
・スポーツセンター・プール

（新）陸上競技場

球技専用スタジアム

ゲートプラザ（正面広場）

陳情第１４１号 再編整備事業費削減のために現とどろきアリーナの継続使用を求める陳情
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４ 「現とどろきアリーナ」、「旧等々力プール」、「現催し物広場」について

（１）現とどろきアリーナ

（３）現催し物広場

・面積 約５，５００平方メートル
・ダスト舗装 遊具あり
●施設利用状況等

・平成7年に完成（築3１年）し施設の老朽化が進む
・吊り天井の耐震補強工事や外壁・屋根等の補修等大規模修繕工事、令和元年東日本
台風での床面浸水被害等を踏まえた浸水リスクの根本的な対策が必要

●施設概要

５ 再編整備における「とどろきアリーナ」、「プール」、「催し物広場」の考え方

（１）等々力緑地再編整備実施計画（抜粋）

（２）等々力緑地再編整備・運営等事業 要求水準書（抜粋）

●（新）とどろきアリーナ
・ 現とどろきアリーナを解体し、緑地全体の再編と施設利用の最適化を図るため、新ア

リーナを新築整備
・ （新）とどろきアリーナのメインアリーナの機能は、興行利用も想定

●催し物広場
・ 多様な地域の活動（消防団の訓練活動など）が可能な広場とし、活動の場の一部を

各広場に再編することも可能

●プール
・スポーツ、遊び、健康、学びなどプールに求められている多様な機能を持つ、魅力ある
施設として整備

・人々に一層親しまれるような明るく開放的な施設として整備
・市民利用を中心としたプールとして、大プール児童プール幼児プールを整備
・通年利用が可能な施設として整備

●スポーツセンター
・市民利用を中心とした複合型スポーツセンターとして整備
・中原区のスポーツセンターとして、大体育室、小体育室、研修室、トレーニング室等を備
えた施設とする

・障害者や高齢者も利用しやすいスポーツ施設として整備

（とどろきアリーナ・プール）
・老朽化や耐震補強、浸水対策、施設の利用状況に係る課題の解決等を踏まえ（新）と
どろきアリーナとスポーツセンターに再編

・メインアリーナ機能は興行利用を想定
・サブアリーナ、体育館等の機能は、区のスポーツセンターとして利用可能な施設として
再整備

・スポーツセンター機能としてプールを整備
・（新）とどろきアリーナに公共施設等運営権事業を導入し、施設を最大限活用し、市民
サービスの向上と財政負担の削減を目指す

（催し物広場）
・多様な地域の活動の場としての利用を踏まえ、緑地全体の再編に合わせて、移転も可
能とし再整備

●再編の考え方

・施設利用の稼働率が非常に高く、特に土日祝日の利用枠は飽和状態
・アリーナのフロア面積や観客席を必要としない大会、イベントも開催されており、利用規
模に応じた施設利用の最適化が必要

●施設利用状況等

・子どもの遊び場であり、イベントや消防の出初式等多様
な地域の活動の場

・イベントや公園利用による発生音、砂ぼこりの飛散による
洗濯物や車両等への影響に配慮が必要

●施設概要

現とどろきアリーナ

現催し物広場

（２）等々力プール【廃止】

旧等々力プール

●経 緯
・昭和４３年に供用開始
・施設が老朽化し、利用期間が２か月と短く効率的な敷地利
用が課題となっていたことから平成27年に廃止

●請願・陳情
・平成２５年に代替措置に関する請願（趣旨採択）
・令和２年にプール設置に関する請願（全会一致で採択）
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６ 再編整備事業の事業者提案

（１）（新）とどろきアリーナ・スポーツセンター・プール

・アリーナ、スポーツセンター、プールは公の
施設（＝公共施設）として整備

・現とどろきアリーナを解体しアリーナを新築
・（新）とどろきアリーナにスポーツセンター、
プールを合築

・スポーツ・音楽興行を初めとした様々な利
用ニーズに対応

●施設整備

・アリーナ、スポーツセンター、プールを合築による効率的な運営スタッフ配置によりコス
トを抑えながら持続可能な維持管理運営を構築

・新アリーナに公共施設等運営権を設定することにより、事業者が利用料金収入で維持
管理運営（本市は事業者に新アリーナの維持管理運営費を支払わない）

●維持管理運営

・サブアリーナに観客席を新設することで
大会規模に応じたメイン・サブアリーナ
の使い分けが可能

●施設利用

（新駐車場）
・公園施設に近い駐車場を利用できることより車で来園される利用者の利便性が向上

●再編整備の効果

（新たな広場）
・新たな遊び、楽しみ方や目的に合わせた利用を提供
・子供の遊び場、イベント・興行等開催場所を公園周辺から樹林地（樹木）や公園施設
（建物）を隔てた内側に設けることで、公園利用による発生音の周辺への影響を改善

（現催し物広場の移転）
・催し物広場の移転新設により公園周辺への砂ぼこり飛散を改善

（２）新たな広場・新駐車場・（新）催し物広場

●施設配置・仕様

（新駐車場）
・公園施設に近い場所に駐車場を新設
・現催し物広場に新設する駐車場の出入口は現とどろきアリーナ出入口に隣接

（新たな広場）
・みんなのはらっぱ、こもれびの森、スタジアムプラザ、アリーナプラザ等、多様な仕様、広
さの新たな広場を公園内に分散配置

・公園施設（建物）による遮音を考慮した広場等施設レイアウト

（（新）催し物広場）
・現催し物広場の利用形態を踏まえ現状に合わせた仕様の広場を移転整備

（新）催し物広場

スタジアム
プラザ

こもれびの森

アリーナプラザ

みんなのはらっぱ

新駐車場

新駐車場駐車場

駐
車
場

公園施設（建物）

樹林地（樹木）

凡 例

駐車場からの動線

陳情第１４１号 再編整備事業費削減のために現とどろきアリーナの継続使用を求める陳情
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７ （新）とどろきアリーナ・スポーツセンター・プールの事業費比較

・事業者の提案は新アリーナとスポーツセンター・プールを合築し旧川崎市市民ミュージアム跡地に新設する計画となっており、施設利用停止期間を設けず、効率的で持続可能な
維持管理運営が可能

・現アリーナを既存活用する場合、プールを別棟で整備するほか、新たに現アリーナの指定管理料や改修工事費、計画変更に要する費用が必要で２年程度の施設利用停止を伴う
・これらを反映し事業費を比較した結果、①新アリーナ整備案（事業者の提案）が②現アリーナ既存活用案と比較し安価となる

陳情第１４１号 再編整備事業費削減のために現とどろきアリーナの継続使用を求める陳情
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陳情に対する本市の見解につきましては、次のとおりです。
●アリーナにつきましては、公共施設として様々な施設利用に対応可能な新アリーナが必要と考えております。

また、（新）とどろきアリーナ・スポーツセンター・プールを合築し、アリーナに公共施設等運営権を設定することで本市の費用負担を削減する現計画が、
現とどろきアリーナの継続使用案に比べ、市民サービスや事業費などのメリットが大きいと考えております。
（新）とどろきアリーナの整備にあたっては、仕様見直し等の検討を行いながら、引き続き、事業費増額の圧縮に努めてまいります。

陳情要旨
１．事業費削減のため、現とどろきアリーナの継続使用を求めます。
２．新たな緑地の魅力再生のためにも、ミュージアム跡地に新しい市民プールの建設を進めてください。
３．催し物広場は、市民の交流と憩いの場所及び防災対策の拠点として、今の場所で維持してください。平置きに変更した駐車場は交通安全の目的から、緑

地北側の下水処理場に設置してください。

８ 陳情の要旨

９ 陳情に対する本市の見解

●本事業で新たに整備する駐車場につきましては、災害発生時に救護活動や物資受け入れ等の拠点としての活用を想定しております。
緑地北側で新たに公園を整備する区域は、下水処理施設への上載荷重の考慮が必要で、災害発生時の拠点等として十分な機能を確保することが難し
く、駐車場は、利用する公園施設に近い場所に設置することが、公園利用者の利便性向上につながるため、現施設配置計画は、これらを踏まえたものと
考えております。本事業で新たに整備する駐車場につきましては、道路管理者、交通管理者等と協議・調整を図りながら、供用開始後の交通安全の確保
に努めてまいります。

●プールにつきましては、旧市民ミュージアム跡地に（新）とどろきアリーナとスポーツセンターの合築により整備する計画です。
この計画により、プールを独立棟で整備する場合に比べ整備費を抑えることができるほか、効率的かつ持続可能な維持管理運営が可能となり、維持管
理運営費を抑えることができることから、多くの市民の皆様の期待に応え等々力緑地に通年利用が可能な新たなプールを導入することができると考えて
おります。プールの整備にあたっては、仕様見直し等の検討を行いながら、引き続き、事業費増額の圧縮に努めてまいります。

●催し物広場につきましては、旧市民ミュージアム北側に現催し物広場の利用実態を踏まえた同規模・同仕様の（新）催し物広場を移転整備し、災害時
の避難・活動拠点としての活用等、防災機能について再整理する計画です。
本事業では、公園の楽しみ方や利用目的に合わせ、イベント開催も可能な「みんなのはらっぱ」等の新たな広場、都会の中でも気軽に緑を感じ、アクティ
ビティを楽しむことができる「こもれびの森」等の樹林地を公園内各所に整備し、市民の交流と憩いの場を再編するとともに、公園周辺と公園内の広場
等の間に公園施設の建物や樹林地等を配置することで、広場等での公園利用による発生音の公園周辺への影響を抑制するほか、現催し物広場からの
砂ぼこりの飛散等による緑地周辺への影響も改善できると考えております。

陳情第１４１号 再編整備事業費削減のために現とどろきアリーナの継続使用を求める陳情
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